
ゴールデンウィークは口蹄疫の
防疫対策の強化を！

口蹄疫については、中国、韓国等の近隣国を含むアジア地域に広く
浸潤しています。インバウンドが回復しアジア地域からの入国者は一
層増加しており、我が国が輸入を禁止している肉製品等を含む入国者
の携帯品や国際郵便物等を介して、これらの疾病が侵入するリスクは
非常に高まっています。
これから大型連休を迎え、我が国と諸外国との人の往来や国内にお
ける人の動きが活発化することから、水際対策の強化、農場における
飼養衛生管理の徹底等の家畜伝染病の発生予防対策及び発生時におけ
る迅速な防疫措置による適切なまん延対策に努めましょう！

異常発見時は 千葉県中央家畜保健衛生所まで！
TEL. 043-250-4141 (夜間・休日転送)       FAX. 043-286-0090

１ 海外渡航の自粛と畜産物の持ち込み禁止
アフリカ豚熱、口蹄疫の発生地域や非清浄地域への渡航は自粛しましょう。
これらの地域から外国人技能実習生を受け入れている場合、携帯品や国際郵
便による畜産物の持ち込み禁止の周知を徹底してください。

２ 農場内へ部外者をいれない、不要なものは持ち込まない

３ 立入者の衣服交換、手指消毒の徹底
衛生管理区域に入る人は、専用衣服と長くつを着用し、手指消毒を徹底しましょう。

４ 野生動物侵入防止のため防鳥ネットの設置

５ 消毒薬の適正使用
適正な濃度の消毒薬の使用を！
踏み込み消毒槽は、汚れた時だけではなく1日に1回は必ず交換しましょう。

６ 毎日の健康観察→早期発見、早期通報

異常を認めたら、ただちに下記まで通報してください！

ウイルスの侵入を防ぐため、下記事項の徹底を！
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中央家畜保健衛生所・中央動物防疫協議会
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定期報告書の提出がまだの方は、早めにご提出ください。



口蹄疫の特定症状

１ いずれにも該当すること。

・摂氏３９．０度以上の発熱があること。

・泡沫性流涎、跛行、起立不能、泌乳量の大幅な低下または泌乳の停止。

・口腔内に水疱があること。

２ 同一の畜房（単飼の場合にあっては同一の畜舎）内において、複数の家畜の口腔内等に水疱等があること。

３ 同一の畜房内において、半数以上の哺乳畜（１の畜房につき１の哺乳畜を飼養している場合にあっては、

同一の畜舎内において、隣接する複数の畜房内の哺乳畜）が当日及びその前日の2日間において死亡
すること。

ただし、家畜の飼養管理のための設備の故障、気温の急激な変化、火災、風水害その他の非常災害等

口蹄疫以外の事情によるものであることが明らかな場合は、この限りではない。

流涎

口腔粘膜のびらん、潰瘍

水疱

疑わしい症状がありましたら、直ちに通報を！

〇口蹄疫に関する情報
https://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/katiku_yobo/k_fmd/index.html 

来日するあなたへのお願い

肉製品や果物・野菜等は日本に持ち込めません！

・国際郵便でも送れません。母国の家族や知人に国際郵便で肉製品や果物・野菜等を送らないように伝えてください。

（国際郵便で検査を受けていない肉製品、果物・野菜等を受け取った場合は動物検疫所又は植物防疫所に御連絡ください。）

・海外で使用した汚れた作業着、作業靴、長靴は持って来ないでください。

・日本に来る前１週間以内に、海外の家畜に触れないでください。また、日本に来てから１週間は、家畜に触れないでください。

・海外から日本への肉製品や果物・野菜等の持込みは法律で厳しく
制限されています。

・日本に肉製品や果物・野菜等を違法に持ち込むと重い罰則（３年以
下の懲役又は300万円以下
（法人の場合は5,000万円以下）の罰金等）の対象になります。
・悪質な持込みと判断したら警察に通報します。
・違法な持込みにより、逮捕された人もいます。

・輸入できない畜産物を持っている場合、入国が認められないことが
あります。 動物検疫 植物防疫

農林水産省



家畜を飼養する皆さまへ

(※)令和６年度から電子化される手続きは
令和７年２月の定期の報告（全家畜の所有者）のほかに

・令和６年10月から家きんの一斉点検（家きんの所有者）
・令和７年５月から豚等の一斉点検（豚等の所有者）等が対象になります

電子化によるメリット
インターネット環境があればどこからでも提出できるようになります
インターネットに接続できる端末（パソコン、スマホ等）があれば自宅や農場から提出ができ、
市役所や家保等の窓口への提出や郵送が不要になります。
オフライン環境でも報告書の作成ができます。
※これまでどおり紙での報告も受け付けます。

過去の履歴を引用して報告書の作成ができるようになります
電子化後は提出されたデータが保存されるようになるので、履歴を引用することで
報告書の入力や書類添付の手間が省けます。

報告したデータに基づき、それぞれの農場にあった飼養衛生管理等の
指導が受けられるようになります

手続きの電子化にあたってアプリ開発も行っています
アプリを利用すると
飼養衛生管理基準をチェックする際に、
写真や図、説明文 わかりやすい 参照できる
前回の報告結果と今回の報告結果が比較でき、
遵守状況の変化が目に見える

eMAFF

アプリ
飼養衛生管理
支援システム

裏面もご覧
くださいeMAFFに関するお問合せ先はこちら https://e.maff.go.jp/Inquiry

スマホ向け

電子化に伴い
eMAFF IDの取得が必要です
eMAFF ID取得の手続きを
お願いいたします
【eMAFF ID取得の流れは裏面又は右のQRコードへ】

農林水産省共通申請サービス
（通称：eMAFF）

定期の報告等(※)の手続きが電子化されます

R7.2月の
報告から

R6.4月から開始予定



※本人確認の審査完了までに最大で１週間程度かかることがあります。


